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外国人ヘルプライン東海 事務局運営規程 

 

1 目 的 

1-1 この規程は、外国人ヘルプライン東海（以下「この団体」という。）の事務局の組織及びそ

の運営方法等について定めることにより、適正で円滑な法人運営を行うことを目的とする。 

 

2 事務局組織 

2-1  組織 

2-1-1 この団体に、事務局を設置する。 

2-1-2 代表は、2-6 に定めるところにより、事務局内にチームを設置することができる。 

 

2-2 職制及び職責 

2-2-1 事務局に、事務局員を置くことができる。事務局員は、代表の命を受けて、事務局の事

務に従事する。 

 

2-3 任免 

2-3-1 職員の任免は、代表が行う。 

 

2-4 事務処理 

2-4-1 事務の処理は、文書その他の文字記録として形が残るもの（以下「文書等」という。）に

よって行うことを原則とする。 

 

2-5 決裁 

2-5-1 事務は、原則として担当者が文書等によって立案し、代表の決裁を受けて実施する。 

2-5-2 2-5-1 の規定にかかわらず、代表が指定した事務については、指定を受けた事務局員が代

表を代理して、又は自ら決裁することができる。 

 

2-6 チーム 

2-6-1 代表は、この団体の事業遂行に必要であると認めるときは、事務局内に、チームを設置

することができる。 

2-6-2 チームには、その運営責任者であるリーダー及び運営を担当するチーム員を置く。代表

は、この団体の役職員のほか、外部の有志や有識者等からリーダー及びチーム員を委嘱する。 

2-6-3 チームの運営については、2-4 から 2-5 までの規定を準用する。 

 

3 文書管理 

3-1 決裁手続 

3-1-1 起案した文書は、決裁権者の決裁を受けるものとする。 
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3-2 文書の整理・保管 

3-2-1 文書の整理及び保管は、原則として事務局において行う。 

 

3-3 保存期間 

3-3-1 文書の保存期間は、永久、10 年、5 年、3 年又は 1 年のいずれかと原則して、代表は、

適宜、その期間を指定する。ただし、関係法規により保存期間が定められているものは、少な

くとも当該保存期間、保存しなければならない。 

3-3-2 3-3-1 の保存期間は、当該法人文書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起算する。 

 

4 情報公開 

4-1 この団体は、次に掲げる書類を事務所に備え置き、正当な理由を有する者に対し、閲覧さ

せるものとする。ただし、個人情報など公開することを前提としない情報が含まれているとき

は、その一部又は全部を閲覧させないことができるものとする。 

(1) 定款 

(2) 事業計画、収支予算（当該年度のもの） 

(3) 過去 5 年間の事業報告及び決算書 

 

5 利益相反防止 

5-1 自己申告 

5-1-1 役職員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの団体以外の団体等の

役職を兼ね、又はその業務に従事すること（以下「兼職等」という。）となる場合には、事前

に代表に書面で申告するものとする。 

5-1-2 5-1-1 に規定する場合のほか、この団体と役職員との利益が相反する可能性がある場合

（この団体と業務上の関係にある他の団体等に役職員が関係する（兼職等を除く。）ことによ

ってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。）に関しても前項と同様とする。 

5-1-3 役職員は、原則として、次に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理由によりか

かる行為を行う場合には、事前に代表に書面で申告するものとする。 

(1) この団体が、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律

第 8 条に定める休眠預金等交付金に係る助成金を受ける場合において、その助成金の支

給に関わる団体（以下「助成金関係団体」という。）又はこれになり得る団体の役職員又

はこれに準ずるものに就くこと。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、

この限りでない。 

(2) 資金分配団体（同法第 19 条第 2 項ロに規定する資金分配団体をいう。以下同じ。）又は

その役職員又はこれに準ずるもの対し、物品又は不動産の贈与（せん別、祝儀、香典又

は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。）をすること。ただし、

この団体又は役職員の負担の有無にかかわらず、 資金分配団体又はその役職員又はこれ
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に準ずるものに対し、物品若しくは不動産を購入若しくは貸与をさせた場合又は役務を

提供した場合において、それらの対価が無償又は著しく低いときは、相当な対価の額の

金銭の贈与をしたものとみなす。 

(3) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるもの対し、金銭の貸付け（業として行わ

れる金銭の貸付けは、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。）を行うこ

と。 

(4) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるもの対し、未公開株式を譲り渡すこと。 

(5) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるもの対し、供応接待を行うこと。 

(6) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものと共に遊技又はゴルフをすること。 

(7) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものと共に旅行（業務のための旅行を除

く。）をすること。 

 

5-2 定期申告 

5-2-1 役職員は、毎年 1 月と 7 月に当該役員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事

項の有無及び内容について、代表に書面等により申告するものとする。 

 

5-3 申告後の対応 

5-3-1 5-1 から 5-2 までの規定に基づく申告を受けた代表は、申告内容の確認を徹底した上、必

要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、この団体との利益相反状況の防止又は適正

化のために必要な措置を求めるものとする。 

 

6 コンプライアンス 

6-1 コンプライアンスに関する役職員の責務と責任者 

6-1-1 役職員は、この団体におけるコンプライアンス（この団体又は役職員等がこの団体の業

務遂行において法令（この団体の規約、規則・規程、運用基準等を含む。以下同じ。）を遵守

することをいう。以下同じ。）の重要性を深く認識し、常に公平かつ公正な業務の遂行に努め

なければならない。  

6-1-2 代表を、コンプライアンスの推進について最終責任を負う者とする。  

 

6-2 不正発生時の原因究明、処分、再発防止策と公表 

6-2-1 コンプライアンス違反事件が発生した場合は、迅速に次の対応を行う。 

(1) コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析・検討 

(2) コンプライアンス違反関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定 

(3) 原因究明に向けた分析及び検討結果並びに職員の処分及び再発防止策の公表 

 

7 公益通報者保護 

7-1 相談窓口及び通報窓口 
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7-1-1 この団体は、役職員が不正行為等の相談・通報するための窓口を設ける。 

7-1-2 役職員は、次の窓口に相談・通報することができる。 

(1) 監査 

(2) 一般財団法人日本民間公益活動連携機構（ＪＡＮＰＩＡ）が設置する資金分配団体等役

職員専用ヘルプライン 

 

7-2 不利益処分等の禁止 

7-2-1 役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく

調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、

人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならな

い。 

 

8 リスク管理 

8-1 具体的リスク発生時の対応 

8-1-1 8-1 において「具体的リスク」とは、不祥事の発生、この団体に関する誤った情報の流布、

財政の悪化、団体内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その他の要因又は原因の如何

を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての事象をいう。 

8-1-2 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこの団体の物理

的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分

な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別

の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。 

8-1-3 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をする

とともに、その後の処理については関係部門と協議を行い、上位者の指示に従う。 

8-1-4 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部門に必要な連絡及び指示を

するとともに、その後の処理について関係部門と協議を行い、適切にこれを処理する。 

 

8-2 緊急事態 

8-2-1 8-2 において「緊急事態」とは、自然災害、事故、インフルエンザ等の感染症、犯罪、機

密情報の漏えいや情報システムへの不正アクセスその他これらに準じる団体運営上の緊急事態

によって、この団体、この団体の事業所又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれが

あり、この団体を挙げた対応が必要である場合をいう。 

8-2-2 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部門は、次の順序により対応

することを基本的な方針とする。 

(1) 生命及び身体の安全を図ること。 

(2) 被害状況を把握すること。 

(3) 必要に応じて、官公署に連絡等を行うこと。 

(4) 更なる被害の発生及び再発の防止を図ること。 以上 


